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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉱物由来の軽油から低沸点留分を航空燃料または航空燃料成分に使用するために分離し
、鉱物由来の軽油の残存部分をフィッシャー－トロプシュ由来の灯油留分および／または
フィッシャー－トロプシュ由来の軽油留分と配合して自動車軽油の少なくとも一部として
使用するために適した配合物を得るものであり、該鉱物由来の軽油は鉱物由来のディーゼ
ルベース燃料であり、かつ、該低沸点留分が、１３０から３００℃において９０体積％超
が沸騰し、７７５から８４０ｋｇ／ｍ３の密度を有し、初留点が１３０から１６０℃の範
囲であり、終留点が２２０から３００℃の範囲であり、該フィッシャー－トロプシュ由来
の灯油燃料は、０．７３０から０．７６０ｇ／ｃｍ３の密度を有し、６３から７５のセタ
ン価を有し、該フィッシャー－トロプシュ由来の軽油は、０．７６から０．７９ｇ／ｃｍ
３の密度を有し、７４から８５のセタン価を有する、航空燃料および自動車軽油を鉱物由
来の軽油の供給源から調製する方法。
【請求項２】
　低沸点留分を鉱物由来の灯油留分と配合する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　鉱物軽油の５体積％超を、前記鉱物軽油から低沸点留分として分離する、請求項１また
は２に記載の方法。
【請求項４】
　鉱物軽油から分離される体積が、得られた配合物が３０体積％までのフィッシャー－ト
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ロプシュ由来の灯油を含むように、フィッシャー－トロプシュ由来の灯油の体積で置き換
えられる、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　得られた配合物が、１から８体積％のフィッシャー－トロプシュ由来の灯油を含む、請
求項４に記載の方法。
【請求項６】
　鉱物軽油から分離される体積が、得られた配合物が４０体積％までのフィッシャー－ト
ロプシュ由来の軽油を含むように、フィッシャー－トロプシュ由来の軽油の体積で置き換
えられる、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　得られた配合物が、１２から１８体積％のフィッシャー－トロプシュ由来の軽油を含む
、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　自動車軽油の少なくとも一部として使用するのに適した配合物に、分解軽油配合成分も
加えられる、請求項１から７のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、航空燃料を調製するための方法に関する。本発明はまた、鉱物由来の灯油の
供給源および鉱物由来の軽油の供給源からの自動車軽油と組み合わせた航空燃料を調製す
るための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　粗製鉱物油原料から航空燃料および自動車軽油を調製する方法が、精油所環境において
行われていることは良く知られている。通常、粗製鉱物油は、蒸留によって航空燃料範囲
において沸騰する蒸留灯油留分および自動車軽油範囲において沸騰する蒸留軽油留分に分
離される。必要な場合には、これら留分に水素化処理を施して硫黄および窒素水準を低下
させる。より複雑な精油所において、粗製油の高沸点留分および残留留分に、場合によっ
て水素を含む転換工程を施し、ここにおいて高沸点化合物の部分は、それぞれ航空燃料お
よび自動車軽油範囲における低沸点化合物に転換される、すなわち、分解される。完成燃
料製品を達成するために、上述の灯油および軽油の留分の供給源の配合が行われる。上述
の精油所運転は、複雑なスケジューリング操作を一般に含み、これによって粗製油供給お
よび所望するオイル生成物に基づいて、最適な処理および配合計画がもたらされる。粗製
油供給源から航空燃料生成物および軽油を夏において調製する場合は、スケジューリング
問題を解決しなければならない。夏においては、冬季に比べると休日の旅行が増加するた
め、航空燃料の需要が高くなる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、上記スケジューリング問題のための技術的解決策を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明によれば、航空燃料および自動車軽油を、鉱物由来の軽油の供給源から調製する
方法が提供され、ここにおいて鉱物由来の軽油から低沸点留分が航空燃料または航空燃料
成分として使用するために分離され、鉱物由来の軽油の残存部分は、フィッシャー－トロ
プシュ（Ｆｉｓｃｈｅｒ－Ｔｒｏｐｓｃｈ）由来の灯油留分および／またはフィッシャー
－トロプシュ由来の軽油留分と配合され、自動車軽油の少なくとも一部として使用するの
に適した配合物を得る。
【０００５】
　出願人らは、鉱物軽油の低沸点留分が航空燃料として適していることを見出した。残存
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する鉱物軽油の高沸点留分をフィッシャー－トロプシュ灯油またはフィッシャー－トロプ
シュ軽油あるいはこれらの組合せと配合することによって、燃料、言い換えれば自動車軽
油燃料として使用するのに適した燃料が得られる。フィッシャー－トロプシュ留分を使用
することのさらなる利点は、フィッシャー－トロプシュおよび鉱物油から生成される軽油
燃料の得られるセタン価が、出発の鉱物由来の軽油留分よりも高いことである。フィッシ
ャー－トロプシュ由来の灯油を加えて航空燃料の体積を増加させることは、ＩＰ４９８［
ＩＱＴ］で測定して６３から７５にわたるフィッシャー－トロプシュ灯油の固有の高いセ
タン価の寄与により利用が少なくなるので魅力が低い。
【０００６】
　鉱物軽油の比較的密度の高い鉱物灯油留分を、比較的密度の低いフィッシャー－トロプ
シュ由来の灯油または軽油と交換することの別の利点は、精油所スケジューラーが、一方
では、完成燃料に関する密度の仕様を維持しながら、追加の分解軽油配合成分を最終軽油
配合物に加えることができることである。
【０００７】
　分解軽油は、追加水素無しで運転される、熱分解または接触分解の任意の方法で得られ
る軽油留分である。かかる方法は、炭素除去方法と呼ばれることがある。かかる方法の例
は、流動式接触分解（ＦＣＣ）法、熱分解法およびビスブレーキングプロセスであり、こ
れらは全て良く知られた精油方法である。分解軽油は、軽油成分だけとして使用した場合
、これらは自動車軽油燃料として資格を得ることができないことを特徴とする。特に、分
解軽油は、１５℃において８４５ｋｇ／ｍ３超の密度および／または５１未満のセタン価
を有している。１５℃において８４５ｋｇ／ｍ３超、とりわけ８６０ｋｇ／ｍ３超の密度
、および５１未満、とりわけ４５未満のセタン価を有する分解軽油を加えると有利である
。１５℃において分解軽油の密度の上限は一般に９２０ｋｇ／ｍ３であり、分解軽油のセ
タン価の下限は一般に２５である。分解軽油は、硫黄含有量を１０００ｐｐｍｗ未満の値
、より好ましくは５００ｐｐｍｗ未満の値、さらにより好ましくは１００ｐｐｐｍｗ未満
の値に低減するために、水素化脱硫工程を施すことが好ましい。
【０００８】
　かかる分解軽油配合成分は、これらの高密度、高芳香族含有および低セタン価寄与のた
めに自動車軽油用途において使用することは難しい。低密度、低芳香族含有および高セタ
ン価寄与を有するフィッシャー－トロプシュ由来の燃料を使用することによって、高密度
軽油配合留分を使用する不利点の多くは克服される。加えることのできる分解軽油の体積
は燃料仕様、特に密度によって決まる。
【０００９】
　フィッシャー－トロプシュ由来の灯油は、在来のディーゼルベース燃料よりも揮発性で
あるだけでなくより高いセタン価を有しているというさらなる利点を有する。これら２つ
の結合した性質によって、より良い燃焼がもたらされることが見出された。より良い燃焼
は、言い換えればかかる燃料組成物で走っている車のより良好な加速時間として現れる。
【００１０】
　航空燃料は、１３０から３００℃において９０体積％超が沸騰し、１５℃において（例
えばＡＳＴＭ　Ｄ４５０２により）、７７５から８４０ｋｇ／ｍ３、好ましくは７８０か
ら８３０ｋｇ／ｍ３の密度を有し、１３０から１６０℃の範囲の初留点および２２０から
３００℃の範囲の終留点を有し、－２０℃における運動学的粘度（ＡＳＴＭ　Ｄ４４５）
が１．２から８．０ｍｍ２／ｓで、凝固点が－４０℃未満、好ましくは－４７℃である生
成物である。
【００１１】
　航空燃料は、一般に以下の基準の１つに合致する。ＤＥＦ　ＳＴＡＮ９１－９１におけ
るＪｅｔ　Ａ－１要件（タービン燃料、航空「灯油型」、Ｊｅｔ　Ａ－１、ＮＡＴＯコー
ドＦ－３５、共同サービス指定ＡＶＴＵＲに関する英国国防省基準ＤＥＦ　ＳＴＡＮ９１
－９１／２００５年２月８日付け第５刊行物、または試験時の最新版）、または「チェッ
クリスト」（共同運転航空燃料品質要件（Ａｖｉａｔｉｏｎ　Ｆｕｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ
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　Ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｊｏｉｎｔｌｙ　Ｏｐｅｒａｔｅｄ　Ｓｙｓｔｅ
ｍｓ：ＡＦＱＲＪＯＳ）は、Ｊｅｔ　Ａ－１に関するＡＳＴＭ　Ｄ１６５５およびＤＥＦ
　ＳＴＡＮ９１－９１の最も厳しい要件、ならびに航空タービン燃料仕様に関するＩＡＴ
Ａガイダンス資料ＩＡＴＡ　Ｇｕｉｄａｎｃｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌ　ｆｏｒ　Ａｖｉａｔ
ｉｏｎ　Ｔｕｒｂｉｎｅ　Ｆｕｅｌｓ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓの一部の空港取扱
い要件に基づく。ＡＦＱＲＪＯＳに合致するジェット燃料は、通常「チェックリストに対
するＪｅｔ　Ａ－１」または「チェックリストＪｅｔ　Ａ－１」と呼ばれる。）。Ｊｅｔ
　Ａ－１要件に適合している鉱物由来の灯油およびＪｅｔ　Ａ－１生産に使用されている
灯油流を表１に記載する。
【００１２】
【表１】

【００１３】
　鉱物軽油から分離された低沸点留分はそのままでまたは同じ生産位置において適切に作
製された鉱物由来の灯油と組み合わせて使用することもできる。低沸点留分は、既に航空
燃料仕様に適合していることもあるので、成分と鉱物灯油の間の配合比を自由に選択する
こともできるのは明らかである。鉱物由来の灯油は、グレードおよび用途に基づき、１３
０から３００℃の通常の灯油範囲内で９０体積％超が一般に沸騰する。これは一般に１５
℃において、（例えば、ＡＳＴＭ　Ｄ４５０２またはＩＰ３６５）７７５から８４０ｋｇ
／ｍ３、好ましくは７８０から８３０ｋｇ／ｍ３の密度を有している。これは１３０から
１６０℃の範囲の初留点および２２０から３００℃の範囲の終留点を一般に有している。
これの－２０℃における運動学的粘度（ＡＳＴＭ　Ｄ４４５）は、１．２から８．０ｍｍ
２／ｓが適切であると考えられる。
【００１４】
　鉱物灯油留分は、鉱物油供給源から蒸留によって分離された直留灯油留分または一般的
な精油所転換工程、好ましくは水素化分解工程の流出物から分離された灯油留分であるこ
ともできる。灯油留分は、直留灯油および水素化分解工程で得られた灯油の配合物とする
こともできる。鉱物由来の灯油の性質が、上で定義した望ましい航空燃料の性質であるこ
とが適切である。
【００１５】
　自動車軽油は、適合可能な現行の標準仕様、例えばヨーロッパにおけるＥＮ５９０：２
００４に適合する燃料である。この燃料は、適切には２７５から３６０℃のＴ９５、１５
℃における８２０から８４５ｋｇ／ｍ３の密度、５５℃超の引火点、５１超のセタン価お
よび４０℃における２と４．５ｃＳｔ（ｍｍ２／ｓ）の間の運動学的粘度を有している。
燃料のＣＦＰＰ（冷間フィルター目詰まり点）は、使用する地域の気候に依存し、例えば
ＥＵにおいて温暖地域では＋５℃未満、寒冷地域では－２０℃未満である。燃料の芳香族
含有量は、０から４０重量％であることが適切である。燃料の硫黄含有量は、適切には１
０００ｐｐｍｗ未満、好ましくは３５０ｐｐｍｗ未満である。
【００１６】
　鉱物由来の軽油留分は、一般に鉱物粗製由来のディーゼルベース燃料である。かかる燃
料は、１５０から４００℃の通常のディーゼルの沸点範囲内の沸点を有する。ベース燃料
は、一般に１５℃において０．７５から０．９ｇ／ｃｍ３、好ましくは０．８から０．８
６ｇ／ｃｍ３の密度（例えば、ＡＳＴＭ　Ｄ４５０２またはＩＰ３６５）、および１５℃
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においてＩＰ４９８［ＩＱＴ］で測定して３５から８０、より好ましくは４０から７５の
セタン価を有する。これは、一般に１５０から２３０℃の範囲の初留点および２９０から
４００℃の終留点を有する。これの４０℃における運動学的粘度（ＡＳＴＭ　Ｄ４４５）
は、１．５から４．５センチストーク（ｍｍ２／ｓ）であることが適切と思われる。
【００１７】
　鉱物由来の軽油留分は、鉱物粗製供給源を精製および場合により（水素化）処理するこ
とで得ることもできる。これは、かかる精油プロセスから得られる単一軽油流でも、また
はさまざまな処理経路を経由して精油プロセスで得られる幾つかの軽油留分の配合物でも
よい。かかる軽油留分の例は、直留軽油、真空軽油、熱分解プロセスで得られた軽油、流
動式接触分解装置中で得られた軽質および重質環式オイルおよび水素添加分解装置から得
られた軽油である。
【００１８】
　かかる軽油は、これらの硫黄含有量をディーゼル燃料組成物中に含有させるのに適した
水準に低減するために、水素化脱硫（ＨＤＳ）装置中で処理することもできる。
【００１９】
　鉱物由来の軽油留分の低沸点留分は、上で定義した鉱物軽油留分の低沸点部分であると
定義される。低沸点留分は、上で述べた航空燃料仕様に適合することが好ましい。
【００２０】
　「フィッシャー－トロプシュ由来の」とは、燃料が、フィッシャー－トロプシュ縮合プ
ロセスの合成生成物であること、またはこれから誘導されることを意味する。「非フィッ
シャー－トロプシュ由来の」という用語は、これに応じて説明される。フィッシャー－ト
ロプシュ反応は、一般に適切な触媒の存在下、一般に、例えば１２５から３００℃、好ま
しくは１７５から２５０℃の高温において、および／または例えば５から１００バール、
好ましくは１２から５０バールの圧力において、一酸化炭素および水素を、長鎖の、通常
はパラフィンの炭化水素に転換する。
ｎ（ＣＯ＋２Ｈ２）＝（－ＣＨ２－）ｎ＋ｎＨ２Ｏ＋熱
所望する場合は、２：１以外の水素：一酸化炭素比を使用することもできる。
【００２１】
　一酸化炭素および水素それ自体は、有機または無機、天然または合成供給源、一般に石
炭、バイオマス、例えば木材チップ、残留燃料留分またはより好ましくは天然ガスあるい
は有機的に誘導されたメタンから生成することもできる。フィッシャー－トロプシュ由来
の燃料は、ＧＴＬ（Ｇａｓ－ｔｏ－Ｌｉｑｕｉｄｓ）燃料と呼ばれることがあるが、これ
は最も一般に公表された一酸化炭素および水素の供給源が天然ガスであることによる。本
発明の状況において、ＧＴＬ燃料は、石炭またバイオマス由来のものも指す。
【００２２】
　フィッシャー－トロプシュ由来の灯油または軽油留分は、フィッシャー－トロプシュ反
応から直接得ることもできるまたは例えばフィッシャー－トロプシュ合成生成物の分留に
よって、もしくは水素化処理フィッシャー－トロプシュ合成生成物から間接的に得ること
もできる。水素化処理は、例えばＧＢ－Ｂ－２０７７２８９およびＥＰ－Ａ－０１４７８
７３に記述されているような沸騰範囲を調節するための水素化分解および／または分枝パ
ラフィンの割合を増加させることで低温流動特性を改良することのできるハイドロ異性化
を含むことができる。ＥＰ－Ａ－０５８３８３６は、２段階の水素化処理方法を記述して
おり、ここでフィッシャー－トロプシュ合成生成物は最初に実質的に異性化または水素化
分解無しで行われるような条件の下で水素化転換され（これはオレフィン性および酸素含
有成分を水素化する。）、次いで得られた生成物の少なくとも一部を水素化分解および異
性化が起こるような条件の下で水素化転換して、実質的にパラフィン性の炭化水素燃料を
得る。所望する灯油留分または軽油留分は、その後例えば蒸留によって分離することもで
きる。
【００２３】
　パラフィン系炭化水素のフィッシャー－トロプシュ合成のための典型的な触媒には、触
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媒的に活性な成分として周期律表のＶＩＩＩ族からの金属、特にルテニウム、鉄、コバル
トまたはニッケルが挙げられる。適切なかかる触媒は、例えばＥＰ－Ａ－０５８３８３６
に記載されている。フィッシャー－トロプシュ反応装置は、例えば多管式反応装置または
スラリー反応装置でよい。
【００２４】
　フィッシャー－トロプシュ基準プロセスの例は、ｖａｎ　ｄｅｒ　Ｂｕｒｇｔ他の「シ
ェル中間留出物合成方法」に記載されているＳＭＤＳ（シェル中間留出物合成（Ｓｈｅｌ
ｌ　Ｍｉｄｄｌｅ　Ｄｉｓｔｉｌｌａｔｅ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ））である。シェル「Ｇ
ａｓ－Ｔｏ－Ｌｉｑｕｉｄｓ」または「ＧＴＬ」技法と呼ばれることもあるこの方法は、
天然ガス（主としてメタン）由来の合成ガスの重質長鎖炭化水素（パラフィン）ワックス
への転換によって、中間留出物範囲の生成物を生成し、次いでこれを水素化転換および分
留して、灯油留分などの本発明で使用される液体輸送燃料を産出する。触媒転換工程に固
定床反応装置を使用するＳＭＤＳプロセスの変型が、現在マレーシアのＢｉｎｔｕｌｕに
おいて使用されている。ＳＭＤＳプロセスによって分離された灯油および軽油留分は、例
えばＳｈｅｌｌ社から市販されている。
【００２５】
　フィッシャー－トロプシュプロセスのおかげで、フィッシャー－トロプシュ由来の灯油
または軽油留分は、基本的に硫黄および窒素の含有が無いまたは検出不能な水準である。
これらヘテロ原子を含む化合物は、フィッシャー－トロプシュ触媒に関して毒として作用
する傾向があり、それ故合成ガス供給原料から除去される。これは、本発明による燃料組
成物における触媒性能の効果から見て、付加的な利益をもたらす。
【００２６】
　さらに、通常運転のフィッシャー－トロプシュプロセスは、芳香族成分を生成しないま
たは実質的に生成しない。フィッシャー－トロプシュ由来の燃料の芳香族含有量は、ＡＳ
ＴＭ　Ｄ４６２９によって測定するのが適切であり、典型的に１％ｗ／ｗ未満、好ましく
は０．５％ｗ／ｗ未満、より好ましくは０．１％ｗ／ｗ未満である。
【００２７】
　一般に言えば、フィッシャー－トロプシュ由来の灯油および軽油留分は、極性成分、特
に極性界面活性物質の水準が、例えば石油由来の燃料に比べて比較的低い。これが、最終
自動車軽油燃料における消泡および鮮明化性能の改良に寄与していると考えられる。かか
る極性成分には、例えば、酸素化物ならびに硫黄および窒素含有化合物を挙げることもで
きる。フィッシャー－トロプシュ由来の燃料中の硫黄の低い水準は、一般に酸素化物およ
び窒素含有化合物両方の水準が低いことの指標となる。これは全てが同じ処理手順で除去
されることによる。
【００２８】
　フィッシャー－トロプシュ由来の灯油燃料は、蒸留範囲が適切には１４０から２６０℃
、好ましくは１４５から２５５℃、より好ましくは１５０から２５０℃または１５０から
２１０℃の液体中間留出炭化水素燃料である。これは、一般に１９０から２６０℃の終留
点を有し、例えば、典型的な「ナロウカット（ｎａｒｒｏｗ－ｃｕｔ）」灯油留分に関し
ては１９０から２１０℃、典型的な「フルカット（ｆｕｌｌ－ｃｕｔ）」留分に関しては
２４０から２６０℃の終留点を有する。これの初留点は、好ましくは１４０から１６０℃
、より好ましくは１４５から１６０℃である。
【００２９】
　フィッシャー－トロプシュ由来の灯油燃料は、１５℃において好ましくは０．７３０か
ら０．７６０ｇ／ｃｍ３、例えばナロウカット留分に関しては０．７３０から０．７４５
ｇ／ｃｍ３、フルカット留分に関しては０．７３５から０．７６０ｇ／ｃｍ３の密度を有
する。これは、好ましくは５ｐｐｍｗ（重量基準百万分の一）以下の硫黄含有量を有する
。特にこれは６３から７５、例えばナロウカット留分に関しては６５から６９、フルカッ
ト留分に関しては６８から７３のセタン価を有する。
【００３０】
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　フィッシャー－トロプシュ由来の軽油は、適切には９０体積％超が１５０と３８０℃の
間で沸騰し、好ましくは１５℃において０．７６から０．７９ｇ／ｃｍ３の密度を有する
。これは、５ｐｐｍｗ（重量基準百万分の一）以下の硫黄含有量を有することが好ましい
。特に、これは７０超、適切には７４から８５のセタン価、４０℃において２．０から４
．５、好ましくは２．５から４．０、より好ましくは２．９から３．７ｃＳｔ（ｍｍ２／
ｓ）の運動学的粘度を有する。
【００３１】
　鉱物軽油の５体積％超が、航空燃料または航空燃料配合成分として鉱物軽油から分離さ
れることが好ましい。分離することもできる最大百分率は、出発鉱物軽油、航空燃料要件
およびこの低カットが配合されることもできる任意の鉱物灯油の性質に依存する。鉱物軽
油から分離された体積は、フィッシャー－トロプシュ燃料によって完全に置き換えること
もでき、またはフィッシャー－トロプシュ燃料によって部分的に置き換えることもできる
。最初に分離された低沸点留分よりも多いフィッシャー－トロプシュ燃料を加えることさ
えもできる。３０体積％までのフィッシャー－トロプシュ灯油または４０体積％までのフ
ィッシャー－トロプシュ軽油を適切に加えることもできることが見出された。鉱物軽油に
対して加えることもできるフィッシャー－トロプシュ燃料の体積は、鉱物軽油の密度およ
び任意添加分解軽油の利用可能性に依存する。上述の範囲内で、より好ましい組成物範囲
さえも存在することが見出された。フィッシャー－トロプシュ由来の燃料成分を鉱物軽油
に加えることによって、ある場合には得られた配合物で走行するエンジンまたは車の性能
が鉱物ベース燃料だけで走行する場合に比べて改良される結果をもたらすことが見出され
た。この影響は、フィッシャー－トロプシュ由来の成分によるセタン価および発熱量の増
加が、配合物の密度において引き起こされる減少によって未だ相殺されていないある濃度
において特に注目に値する。例えば、加速時間の減少によって明らかにされるこの影響は
、特に１２から１８体積％の濃度におけるフィッシャー－トロプシュ由来の軽油を含有す
る配合物、および特に１から８体積％の濃度におけるフィッシャー－トロプシュ由来の灯
油燃料を含有する配合物に関して観察された。
【００３２】
　本発明を、以下の実施例によって実証する。
【実施例１】
【００３３】
　表２に記載する性質を有する鉱物由来の軽油留分から、１０体積％の低沸点留分Ｂを蒸
留により分離した。低沸点留分Ｂの性質を表３に記載する。
【００３４】
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【表２】

【００３５】
【表３】

【００３６】
　表３の結果は、鉱物由来の軽油から分離された低沸点留分が、航空灯油として使用する
ためのＪｅｔ　Ａｌチェックリストに適合することを示している。この留分は、航空灯油
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【００３７】
　中間生成物Ａは、フィッシャー－トロプシュ由来の灯油の（配合物基準で計算して）１
０体積％およびフィッシャー－トロプシュ由来の軽油の（配合物基準で計算して）１０体
積％と配合された。フィッシャー－トロプシュ配合成分の性質を表４に記載する。得られ
た配合物の性質を表５に記載する。
【００３８】
【表４】

【００３９】
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【表５】
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